
営繕事業における働き方改革のより一層の推進 （令和７年度）

第三次・担い手３法※（令和６年改正）等を踏まえ、国土交通省の直轄営繕事業において、
令和７年度より下記のとおり取組を拡充し、働き方改革をより一層推進する。

※品確法・建設業法･入契法の一体的改正

➢「週休２日促進工事」において、「完全週休２日」の
確保に向けた取組を推進。
（原則、土日を現場閉所日。ただし、協議により代
替曜日への変更可。）

➢週休２日の取組状況に応じて労務費を補正。
加えて、完全週休２日を達成する場合は現場管理
費についても補正。

完全週休２日の確保

➢公共建築分野の発注者が連携して建設業の働き方
改革を推進するために取りまとめた「公共建築工事
における工期設定の基本的な考え方」について、建
設業団体等にも意見を求めつつ、各省各庁及び地
方公共団体とともに見直し。（令和７年７月予定）

建設業の働き方改革に考慮した工期の設定

➢「営繕工事の生産性向上に向けた関係者間調整※

の円滑化のために営繕事業の各段階において発注
者として実施する事項」（令和５年３月）について、特
に設計に関する取組についての理解を深めるため
の事例解説を作成。（令和７年３月）

➢これを参照しつつ、更なる生産性向上に向けて、関
係者間調整の円滑化への取組を引き続き推進。

※発注者、設計者、工事監理者、工事受注者、施設管理者等の多
様な関係者間での調整

関係者間調整の更なる円滑化に向けた取組の確実な推進

働き方改革、生産性向上に配慮した仕様書の適用

➢令和７年４月１日より適用する「公共建築工事標準
仕様書」等に次の規定を追加。

・受発注者間の円滑な工期変更の協議のため、
受注者の責によらない事由が生じ全体工期に影
響を及ぼす場合は、監督職員に報告。

・情報共有システムによる書面の提出等や遠隔
臨場による情報通信技術の活用。
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